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1．相続領域における規制改革 要望サマリー

実現効果
要望事項課題小項目大項目

金融機関等相続人等

• 証明書の不足案件が減
少

• 紙の管理負担が減少し、
効率的なペーパレス手続
きが可能に
⇒ 迅速な資産移転へ

• 出頭不要で広域交付と同
じ証明書が取得可能とな
り利便性が向上

• WEB取得が可能となり、
出頭・郵送取得が減少
（取得に係る負担減少）

PC、スマホ等のデバイスを使
用し、WEB上で申請可能にし
ていただきたい（広域交付
WEB化）

広域交付では出頭が必要であ
り、また、発行までに時間を要
する（当日交付できないケース
もあり）

申請
方法

戸籍証明書
一式の電子化

WEBで取得可能な証明書の
対象範囲を可能な限り拡大し
ていただきたい

広域交付では電子化されてい
ない戸籍証明書等一部対象外
の証明書あり

対象
範囲

電子データでの発行を可能に
していただきたい（電子証明
書の付与等）

書面のみのため物理的な授受
が必要
（後続手続きも書面となる）

媒体

• 法定相続情報証明制度
の利用者が増加すること
で、相続手続き時の相続
人特定に係る負担が社
会全体で大幅に減少

• 出頭・郵送不要となり利
便性が向上

• 法定相続情報一覧図の
提出が容易に

・PC、スマホ等のデバイスを使
用し、WEB上で申請可能にし
ていただきたい
・法務省にて法定相続情報一
覧図を作成し、交付する仕組
みを検討していただきたい

出頭もしくは郵送が必要
申請
方法法定相続人の

オンライン
認証

電子データでの発行を可能に
していただきたい（電子証明
書の付与等）

書面のみのため物理的な授受
が必要
（後続手続きも書面となる）

媒体

戸籍証明書・法定相続情報証明制度にかかる現況

 令和６年３月より、本籍地以外の市区町村で戸籍証明書の取得が可能に（以下、「広域交付」という）

 広域交付は「一部の証明書は対象外」、「出頭による申請のみ」、「発行までに時間を要する」の状況

 戸籍証明書および法定相続情報一覧図の媒体は従前通り「書面のみ」

戸籍証明書一式の電子化・法定相続人のオンライン認証
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書類受領
死亡確認

戸籍
証明書

2．金融機関における相続手続きの流れ

3

相続発生連絡

相
続
人

金
融
機
関

死亡発生
連絡

死亡連絡受付
被相続人特定

口座凍結

必要書類案内
(戸籍証明書)

(遺産分割協議書)

戸籍証明書収集
遺産分割協議

戸籍証明書提出
*遺産分割

協議書提出

戸籍
証明書

遺産分割
協議書

戸籍証明書収集・遺産分割協議

相続財産の移転
換価・名義変更

相続財産受領

相続財産移転

戸籍証明書
連続性確認

分割内容確認

法定相続人確認

遺産分割
協議書

戸籍
証明書

遺産分割
協議書

 金融機関では、口座保有者が死亡した際、「法定相続人」「相続財産の分割方法」の確認を経て、資産移転を図っている

 相続人はエビデンスとして、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍証明書・遺産分割協議書を提出

 戸籍証明書・遺産分割協議書は、それぞれ紙媒体での発行・作成となっており、真贋判定のため、現物を確認している

戸籍
証明書

遺産分割
協議書

広域交付により負担は軽
減されたが、出頭が必要

金融機関毎に法定
相続人の確定作業

紙ベースで現物を確認

*遺産分割協議書がない場合、
各金融機関の書式で分割割合
を申告



3．戸籍証明書一式の電子化・法定相続人のオンライン認証イメージ
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戸籍謄本 電子申請・交付

①マイナポータルログイン ②電子申請

申請フォーム入力

マイナンバーカードで電子署名

マイナポータルアプリDL

マイナンバーカードでログイン

③電子交付

マイナポータルログイン

戸籍証明書等（電子証明書付）受領

④金融機関・行政あて提出

金融機関・行政（税務署・法務局等）

戸籍証明書等（電子証明書付）提出

法定相続情報一覧図
電子申請・交付

②マイナポータルログイン

マイナポータルアプリDL

マイナンバーカードでログイン

①法定情報一覧図作成 ③電子申請

申請フォーム入力

戸籍証明書等（電子証明書付）他提出

法定相続情報一覧図提出

マイナンバーカードで電子署名

④電子交付

マイナポータルログイン

法定相続情報一覧図（電子証明書付）受領
法定情報一覧図の作成は難易度が高い
「信頼できる第三者」のように作成を
支援する仕組みも普及のポイント
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Appendix  死亡・相続OSS 金融機関手続き
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金
融
機
関

相
続
人
等

被相続人
(生前)

*預金保険対象
金融機関

預金保険機構

マイナンバー
登録依頼

マイナンバー
登録依頼

連携

マイナンバー
登録依頼

行
政

行政

オンライン
請求

法務局

戸籍情報
オンライン

提出

戸籍情報
オンライン

交付

預金保険機構

口座有無確認
依頼連携 口座確認

依頼

口座有無
連携

口座有無
回答

口座有無
確認依頼 残証依頼

残証発行

銀行

証券 生損保

信託

法定相続
情報一覧図

遺産分割
協議書(※2)

税務署

相続税納付

法務局

法定相続
情報一覧図

遺産分割
協議書(※2)

資産移転

 資産情報等の集約は、マイナンバーを活用した各施策にて金融機関の口座有無の特定が可能になる見込み

 預金保険対象金融機関に限られ、証券会社・生損保は対象外

1
マイナンバーの利用
・預貯金口座の管理

2
戸籍証明情報一式電子化
法定相続情報一覧図電子申請・交付 3

相続時・預貯金口座に関する
情報提供 4

オンライン受付
（資産移転・相続税納付・相続登記）

1 3

2 4

法令公布済み

今回要望事項

預金保険対象
金融機関(※1) 相続登記

遺産分割
協議書(※2)

法定相続
情報一覧図

相続人 相続人 相続人

（※１）都市銀行・信託銀行・地銀・新業態銀行等・信金・信組・労金・連合会・商工中金

（※2）配偶者に対する相続税額の軽減特例等を受けるには、相続人全員の署名・実印押印がなされた遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書の提出が引き続
き義務付けられている。紙媒体での作成が必須となり、金融機関等も紙媒体で受付・精査している。

➡ 公的個人認証サービスを用いた電子契約による代替が望まれる

法定相続情報
一覧図

オンライン交付



Appendix  死亡・相続オンラインサービス
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（出典）デジタル庁_政策_死亡・相続オンラインサービス


